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倶知安町住居表示住民説明会

開催報告

１．日時

令和４年７月２６日（火）１回目 １４：００～１４：５０

２．場所

ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ ドットベース

３．出席者

●事務局

まちづくり新幹線課 遠藤課長

まちづくり新幹線課 西口主幹

まちづくり新幹線課まちづくり係 大坂係長

まちづくり新幹線課まちづくり係 井上主事

●郵便局

倶知安郵便局 郵便部 長南部長

４．開催

遠藤課長より開催の挨拶

５．住居表示の実施に伴う手続きのしおりについての説明

まちづくり係大坂係長より住居表示の手続きについて説明

６．郵便番号について

郵便局長南部長より説明

・郵便番号の策定方法について

郵便局本社の担当で決定している。考え方としては北か東を基準点にする決まりがあ

り、住居表示実施地域のレイアウトから最も北で最も東に位置する場所を基準点として、

時計回りに数えていくことから５条、４条、３条、２条、の順で若い番号から数えてい

く。

・住居表示実施に伴う通知用のはがきについて

９月の上旬頃を目処として、住居番号通知用のはがき５０枚を配る予定。住居表示決定

通知書が届いたあと、お知り合いの方に通知するため、はがきに名前を記入いただき、同

封した封筒に入れて郵便ポストまたは最寄りの郵便局に出していただきたい。

不足する場合は倶知安郵便局に申し出いただきたい。
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・住居表示実施後の対応について

１０月１日以降も旧住所と新住所が混在することが想定されるので、郵便局もしばらく

の間は対応できるように準備を進めている。

７．質疑応答

参加者①：住居表示決定通知書は固定資産税のデータを基に発行するのか。

町：住居表示に関するデータは委託業者が現地調査をしたり、役場の固定資産税の

データを活用したり、様々なデータから情報をまとめ、発行する。

参加者①：私達が管理しているオーナーが役場のデータからもれて、通知が届かなくなる

ことを心配している。

町：基本的には実地調査もしており、固定資産税のデータも使用しているのでもれ

ることはない。

参加者②：住居表示決定通知書はいつ頃届くのか。

町：９月以降になる。

参加者②：なるべく早めにお願いしたい。

参加者③：今回の説明会だと個人に向けた情報が多いが、事業者向けの説明会や案内など

行っていく予定はあるか。

町：今のところ、事業者向けに説明会などは予定してないが、今回作成したしおり

にも事業者向けの手続きも記載されている認識でいる。

参加者③：だとすると３つにわけて質問があるのだが、一つ目、年金事務所に事業所の登

録をしているが、会社で従業員の勤務先の住所の変更を行うのではなく、個人

で変えるものなのか。

町：基本的には個人での変更をお願いしている。

参加者③：ハローワークで雇用保険事業所の登録をしているが、事業主として変更した方

がよいのか。

町：ハローワークに確認いただきたい。町としても確認し、ホームページ等で周知

していきたい。

参加者③：街区表示板と住居表示板のつける位置について、オーナーさんによっては、

「この位置に付けてほしい、この位置は嫌だな」など意見が出ると思うが、あ

る程度意見をくみとってもらえるのか。それとも貼る場所を指定されるのか。

町：玄関出入口の見やすい位置に貼ってもらうことが原則だが、ある程度意見を反

映できると思う。

参加者③：ある程度意見が反映されるということは、設置する日時に位置を確認できる人
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が居合わせなきゃいけないのか。

町：委託業者が直接回って、了承を得てから、貼らせてもらうのだが、不在の場合

は管理会社等に預かっていただくような形になる。個別に問い合わせいただけ

れば、確認するのは可能である。

参加者③：その当日は勝手に貼って、勝手にいなくなるということか。

町：了承もらわないと貼らないようにしているため勝手に貼ることはない。不在の

場合は出直したり、管理会社に預かっていただく。

後日、ホームページ等で街区表示板、住居番号表示板の貼る位置について、周

知していく。

参加者④：表示板や住居表示決定通知書を直接訪問して渡すと記載されているが、今オフ

シーズンであり、事業者やオーナーが不在にしており、電話や連絡も取れない

状況だがどうすればいいか。

町：不在の間も連絡がつく連絡先があれば、個別に教えてほしい。

参加者④：いつどこで教えれば良いのか。

町：不在であった場合、不在の通知を投函するのでそれを見てから、返信いただき

たい。

参加者④：不在の通知を手に取るのが、シーズンが始まる冬の時期になり、住居表示実施

後になってしまうのだが、それでも大丈夫なのか。

町：住居表示開始時期に対応できればベストだが、連絡がつかない場合は致し方な

い。

参加者⑤：印刷物や名刺等変更が必要になるのだが、助成金等の補助は予定されている

か。

町：助成金等は予定してない。

参加者⑥：不動産登記簿の記載されている所在地は法務局の職権により、変更されると記

載されているが、１０月１日に土地の登記簿を取った時には、変更になってい

るという認識でよろしいか。

町：法務局に早めにデータを提出するので、１０月１日には変更になっているはず

だが、確認は取れていなかったので法務局に確認し、周知していく。

参加者⑦：固定資産税、自動車税等はスムーズに移管されるのか。それとも管理者が手続

きをしなければならないのか。

町：手続きは不要だが、納税管理人にも通知を送らせていただく。

参加者⑦：事業者が変更手続きしなくても、自動に変更になるのか。
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町：固定資産税等の関係は役場で変更をかけるので、手続きは不要になる。

参加者⑦：不動産取得税や自動車税等、後志振興局に出している書類はどうなのか。

町：後志振興局に関して、手続きの必要が出てくるかもしれないので別途問い合わ

せいただきたい。料金等については、役場から発行する決定通知書を持参すれ

ばかからないようになっている。

参加者⑧：税務署や納税事務所の方には変更の手続きは必要ないのか。

町：個別にお問い合わせいただきたい。


